
今後の蚕糸業のあり方に関する検討会

中間論点整理

平成１８年８月１１日



目 次

Ⅰ 検討の経緯 1

Ⅱ 蚕糸業の現状と課題 2

１ 蚕糸業等の現状

(1) 養蚕業

(2) 製糸業

(3) 織物業

２ 繭・生糸の国境措置と支援措置

(1) 国境措置

(2) 繭糸価格制度

３ 蚕糸業の課題

Ⅲ 今後の蚕糸業振興の基本戦略 5

１ 基本的な方向（国産ブランドの確立）

２ 国産繭・生糸の積極的な利用体制の構築

(1) 純国産絹製品づくりによる差別化

(2) 川上・川下の提携による純国産絹製品づくり

３ 純国産絹製品の識別の容易化

(1) 消費者の立場に立った国産表示の実施

(2) 消費者の理解の醸成

４ 繊維以外の新たな需要への対応

Ⅳ 今後の要検討事項 8

１ 基本戦略の具現化に当たって留意すべき事項

(1) 川上・川下提携システムの構築

(2) 国産ブランド表示と消費者の理解醸成

(3) 蚕品種、蚕種、養蚕資材等の基礎的資材の安定供給

(4) 工程管理による施策の推進

２ その他施策検討に当たっての留意事項

(1) 蚕糸業に対する支援の基本的考え方

(2) 蚕糸業の支援及びその役割分担のあり方

Ⅴ その他 11

（別添１）「今後の蚕糸業のあり方に関する検討会」中間論点整理までの開催状況

（別添２）「今後の蚕糸業のあり方に関する検討会」委員名簿



- 1 -

Ⅰ 検討の経緯

蚕糸業は、明治以降、わが国の経済を支える基幹産業として発達し、生産された生糸

を輸出して得られた外貨は近代日本の発展を支えてきた。わが国の蚕糸業が最盛期であ

った昭和初期（昭和4年）には、全国の農家の約40％にあたる220万戸が養蚕に従事し、

全耕地の約10％の62万ヘクタールで桑が栽培されており、繭生産量40万トン、生糸の生

産量71万俵、輸出量51万俵の規模を有していた。また、生糸や絹織物の輸出額は輸出総

額の44％を占め、蚕糸業は最大の輸出産業でもあった。

戦後の蚕糸業は、昭和27年に制定された繭糸価格安定法により生糸価格の安定を図る

ことによって、国内繭生産量の確保を目指してきた。しかし、価格安定対策をはじめ様

々な対策の実施にもかかわらず、和装需要の減退、生糸・絹製品の輸入増大等により、

繭や生糸の生産量は、昭和30年代以降一貫して低落傾向をたどってきた。

しかし、現在も、養蚕は、中山間地域の傾斜地など作目の選択幅の狭い特定の地域に

おいて、農家の複合経営を構成する重要な一部門として位置づけられ、高齢者にも就業

の場を提供するとともに、営農活動を通じて国土保全にも貢献している。また、養蚕業

・製糸業は、織物業と一体となって、地域経済を支える役割を果たすほか、各地域にお

ける特色ある製織や染色技術の発展を通じて、わが国の伝統文化である和装文化の形成

などにも大きく寄与している。

蚕糸業が衰退し、わが国の和装文化を支えている繭・生糸の生産基盤が国内から失わ

れることは和装文化の基盤を失うことになる。このことは、わが国の絹織物業にとって

も大きな損失である。今後とも、この和装文化の基盤を国内に残していくためには、国

内の養蚕業・製糸業が、規模は小さくとも産業として存続し、養蚕・製糸技術を後世に

伝えていくことが必要である。

また、現在、昆虫の様々な機能を利用して新産業の創出を目指す研究開発が精力的に

行われているが、今後、それを産業化する段階においては、家畜化され様々な人為的な

コントロールが可能な昆虫で、タンパク質の生産機能が高い蚕を利用することが期待さ

れている。このような新産業（昆虫産業）の創出のためにも、養蚕業を産業として存続

させ、技術水準を維持していくことが必要である。

このような観点から、本検討会では、蚕糸業関係者のみならず、幅広く川下の織物業、

流通業関係者等の参画も得て、今後の蚕糸業のあり方について検討を行った。本報告書

は、これまでの検討結果として、今後、国内の養蚕業・製糸業を産業として存続させる

上での基本的戦略等について中間的にとりまとめたものである。
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Ⅱ 蚕糸業の現状と課題

１ 蚕糸業等の現状

(1) 養蚕業

＜養蚕農家数、繭生産量の急速な減少＞

蚕糸業の規模は、高齢化の進展、生糸価格の低迷等から縮小を続け、平成17年には、

養蚕農家数1,591戸、繭生産量626トンと、5年前と比較してほぼ半減の状態にある。

養蚕農家は高齢化が進み、主産地である群馬県の養蚕農家の平均年齢をみると69歳と

なっている。また、養蚕への新規参入及び復活農家は全国でわずか数戸にとどまってお

り、養蚕農家は急速に減少している。

＜養蚕の低収益性＞

養蚕農家の手取り繭代は、毎年設定される取引指導繭価と基準繭価（製糸支払繭代）

との差額が蚕糸業経営安定対策事業により補てんされ、一定額が確保される仕組みとな

っており、現在、高品質な繭では2,000円/kgの繭代の確保が可能となっている。しかし、

自家労賃も含めた繭の生産費を償うには十分な状況にはない。

(2) 製糸業

＜製糸業者の減少＞

大規模な製糸工場（器械製糸）は、繭生産量の激減に伴う原料繭確保の困難化、生糸

価格低迷による採算性の悪化等から撤退が続き、現在操業中の工場はわずか２社（群馬、

山形）となっている。一方、小規模な製糸工場（国用製糸）は、工場数がここ数年横ば

いで推移しているため、生糸の生産量に占めるウェイトは年々高まり、現在では生糸の

年間生産量の約１／３程度を占めている。

＜生糸価格の低迷と製造コスト＞

国産生糸価格は、従来、輸入生糸価格を上回って推移してきた。しかし、平成10年ご

ろからシェアの激減により価格形成力を失い、輸入生糸との価格差がない状況となって

いる。また、現在の生糸価格は生糸加工費を大幅に下回る状態にある。

＜国産生糸の品質に対する厳しい評価＞

国産生糸は、かつては品質面で高い評価を受けていた。しかし、現在では輸入生糸と

大きな品質格差はないと言われており、一部の実需者からは、国産生糸は、節が多い、

ロットが小さく経糸に不向きである等の厳しい評価もなされている。

(3) 織物業

＜製品輸入の増加による経営の悪化＞

平成17年からの、絹糸・絹織物の輸入自由化に伴い、絹織物の輸入が飛躍的に増加し

ているため、国内の織物業、撚糸業等も輸入製品との厳しい競争環境にさらされており、

絹織物産地は危機的状況である。絹織物の産地は依然として各地に存在するものの、織
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物業においても、高齢化の進行、需要の低迷等の課題を抱え、産地では強い危機感を持

っている。

２ 繭・生糸の国境措置と支援措置

(1) 国境措置

＜繭の関税割当制度＞

繭の輸入は、平成7年度から、ウルグァイ・ラウンド農業合意に基づき関税割当制度

に移行したが、近年、製糸業者の減少等により輸入実績は大幅に減少している。

＜生糸の実需者輸入制度（割当数量と調整金）＞

生糸の輸入は、「生糸の輸入に係る調整等に関する法律」に基づき、(独)農畜産業振

興機構が行う輸入のほか関税相当量（関税及び輸入糸調整金）を支払って輸入する一般

輸入があり、このうち、実需者が使用する旨の認定を受けたものについては、輸入糸調

整金を減額する制度となっている。この実需者が使用する生糸については絹業の経営安

定に配慮して割当数量等を設定しているが、近年、輸入実績は絹織物の生産減少により、

割当数量を下回って推移しており、輸入数量の調整による価格安定機能が低下している。

(2) 繭糸価格制度

＜輸入糸調整金を財源とした繭代補てん制度＞

繭糸価格安定法の下では、製糸会社が基準繭価を保証し、事業団が生糸価格の安定化

を図ることにより繭代を確保する仕組みとなっていたが、和装需要の減、円高基調によ

る製品輸入の増加等により生糸価格が低落したため、ウルグァイ・ラウンド農業合意を

機に、生糸価格の安定措置と繭代保証を切り離し、繭代については、取引指導繭価を設

定して、製糸支払の繭代（基準繭価）との差額について補てんを行う仕組みに移行した。

現在、取引指導繭価（農家手取繭代：1,518円/kg）と基準繭価（製糸支払繭代：100

円/kg）との差額（1,418円/kg)は輸入糸調整金と国費により補てんされており、養蚕農

家の手取りの９割以上が公的支援に依存する状態となっている。

＜生糸の実需者輸入割当制度と輸入糸調整金＞

実需者が行う生糸輸入の数量、単価については、毎年度決定されることとなっており、

平成18生糸年度は、実需者割当数量4万俵、調整金単価190円／生糸kgである。輸入糸調

整金収入は、単価の引下げ及び輸入数量の減少により、近年、減少傾向で推移している。

織物業者の中には、輸入糸調整金が徴収される輸入生糸を使用する場合と自由化され

無税の輸入絹撚糸を使用する場合で原料コストに差が生じるため、調整金を廃止して欲

しいという意見がある。

＜国庫助成制度の推移＞

繭代補てんは、当初、蚕糸砂糖類価格安定事業団（現(独)農畜産業振興機構）の蚕糸

業振興資金へ輸入糸調整金による収入を繰り入れることにより賄われていた。その後、

輸入糸調整金の不足に伴い、平成8年度から国の補助事業を実施し、12年度から現在に

至るまで、蚕糸業経営安定交付金として、国庫から蚕糸業振興資金へ繰入を行っている。
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現在は、輸入糸調整金収入と国費だけでは各年の繭代補てん額が賄いきれず、蚕糸業

振興資金を取り崩してこれに充当しているため、同資金の残高は年々減少しており、こ

のまま推移すればあと数年で資金が枯渇するおそれがある。

３ 蚕糸業の課題

＜負のスパイラルからの脱却＞

昭和30年代以降、蚕糸業は低落傾向をたどり、その産業規模は大幅に縮小してきた。

これに伴い、農家への指導体制（平成6年蚕業改良指導員制度の廃止）や技術開発体制

の縮小（蚕糸試験場(国立研究機関)、県の蚕業試験場の廃止など）、蚕種・養蚕資材メ

ーカーの撤退など蚕糸業への支援体制も著しく脆弱化してきた。このような背景と相ま

って、個々の養蚕農家や製糸業の採算が悪化し、従来、わが国で開発され蓄積されてき

た高度な蚕糸技術を十分に発揮するゆとりがなく、繭・生糸の品質低下を招いている状

況にある。

早急に、このような負のスパイラルから抜け出し、産業規模の縮小に歯止めをかける

ことが必要である。

＜関係者の意識改革＞

生糸は、かつてわが国の経済を担う輸出品目であったため、蚕糸業では高品質かつ均

質な生糸を効率的に大量生産することが重要視されてきた経緯がある。例えば、平成10

年に廃止された蚕糸業法では、指定された生産性の高い交配種だけが飼育可能で、生産

性の低い「小石丸」等の在来品種の飼育は一般にはできなかった。繭や生糸の生産量が

激減した現在でも、養蚕農家や製糸業者など関係者は、いまだにかつての大量生産時代

の意識から完全に脱却できていない面もみられる。

産業規模の縮小に歯止めをかけるためには、国内需要にきめ細かく対応できる蚕糸業

を実現することが重要であり、そのためには、まず関係者の意識改革が必要である。さ

らに、既に蚕糸業は歴史的使命を終えたとの意見もある中で、蚕糸業の持続的な展開を

図るためには、関係者が基本認識を統一し、背水の陣を敷いて、断固わが国蚕糸業を残

すとの覚悟を持つことが必要である。

＜生き残り戦略の策定＞

国際的にトップクラスに位置するわが国の技術を駆使し、川上の蚕糸業のみならず、

川下の関係者までが一体となり、蚕糸業を持続的な産業として存続させるため、蚕糸業

生き残りのための基本戦略を策定することが必要である。
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Ⅲ 今後の蚕糸業振興の基本戦略

１ 基本的な方向（国産ブランドの確立）

蚕糸業が衰退した大きな原因は、和装需要の減退、安価な輸入糸や二次製品の増大等

による生糸価格の低迷等によって、養蚕農家や製糸業の経営状況が悪化し離業者が増加

したことであり、このままでは、蚕糸業は自然死に至りかねない危機的な状況にある。

また、絹糸・絹織物の輸入自由化による急激な輸入の増加により、蚕糸業と密接に関

係している国内織物業、撚糸業等も厳しい環境に置かれており、毎年輸入品にシェアを

奪われている。

一方で、最近の食の安全・安心への関心の高まりの中で、食料を中心として消費者の

国産志向が強まっている。生糸は日本の古代以来の繊維であり、また、絹は和装という

日本文化の一翼を担っていることに加え、広く国民生活に定着していることもあり、国

産の繭・生糸を原料とし、国内で製造された絹製品に対する消費者の愛着・本物志向は

極めて強いと考えられる。

このような状況を踏まえれば、今後、蚕糸業を持続的な産業として存続させるために

は、繭・生糸の生産から最終製品に至る加工まで一貫して国内で行われた純国産絹製品

（以下「純国産絹製品」という。）を「国産ブランド」として確立し、輸入糸を使用し

た絹製品と区別された市場を構築することが必要である。このような「国産ブランド」

の確立に当たっては、

① 国産の繭・生糸利用の希少性を活用し、川上（蚕糸業）と川下（織物業、流通業等）

が連携して、消費者にとって魅力ある純国産絹製品を作ること。また、その際、細繊

度など国産繭・生糸の特長を最大限に活かすこと

② 消費者に製品を適正な価格で購入してもらい、川上と川下の連携の中で、収益を川

上まで適切に配分することにより、養蚕農家や製糸業の経営の安定が図られること

③ 消費者に対し、純国産絹製品の良さを積極的に発信するとともに、消費者が、圧倒

的なシェアを占める輸入糸による製品の中で、純国産絹製品を容易に識別できるよう、

消費者の立場に立ったわかりやすい国産表示を徹底すること

が重要である。

２ 国産繭・生糸の積極的な利用体制の構築

(1) 純国産絹製品づくりによる差別化

国産の繭・生糸の生産量が、繭で約600トン、生糸で2,500俵（国内消費量の2％）ま

で大幅に減少したこと、和装は国産製品が本物であるとの消費者の認識、国内の織物・

流通業にとっても輸入絹織物との競争に打ち勝つ製品作りのため純国産による差別化・

ブランド化が一つの有力な手段であること等を踏まえ、純国産絹製品の希少性を訴える

ことにより、輸入糸による製品と区別された市場を確立することが必要である。

国産繭・生糸利用の優位性は、ごくわずかになった国産原料という希少性に加え、す
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べての生産工程が明らかで履歴をトレースすることができることにより得られる安心感

にある。このような優位性を最大限に生かしつつ、養蚕農家、製糸業まで収益を適切に

配分するということを考慮すれば、最終製品の価格水準が高く、国産との親和性が高い

和装分野を主なターゲットとして純国産絹製品づくりを進めることが適当である。

また、国産ブランドの価値を安定・向上させるためには、希少性による差別化と併せ

て、国産生糸に付加価値（プレミアム）を付ける努力も重要である。現在、「小石丸」

やぐんまオリジナル品種等の特長ある繭が生産され、品種に由来する特長を活かした生

糸の原料として利用されている。このような特長ある繭による国産生糸の付加価値の向

上を図るため、特長ある繭の生産を拡大することが必要である。また、高度な繰糸技術

の利用による太繊度糸など特長ある生糸を活用することも必要である。

なお、輸入糸製品との差別化のため、特長ある繭を作る蚕品種や高度な繰糸技術が、

海外へ流出しないよう十分留意することが必要である。

(2) 川上・川下の提携による純国産絹製品づくり

＜川上・川下の提携システムの構築＞

蚕糸業と織物業等が、距離的に近いところに位置し、一体となって、原料へのこだわ

り、風合い・デザイン、物語性の付与など消費者のニーズに応じた製品作りができるこ

とが、純国産絹製品の最大のメリットである。これまでも、川上・川下双方の情報に通

じた流通業等が企画した提携システムによる純国産絹製品のブランド化の成功事例が多

く存在しているが、今後は、このような事例も参考にしつつ、純国産絹製品のブランド

確立に、川上・川下の提携システムの構築を促進していくことが重要である。

その際、この提携システムをうまく構築し機能させるためには、川上・川下それぞれ

が持っている情報を円滑に相互伝達させること、特に、消費者のニーズを的確に把握し、

川上の繭・生糸生産に反映させるとともに、厳しい環境下にある織物業等の活性化にも

役立てること等が重要である。このため、蚕糸業、織物業自らが純国産絹製品の特長な

どについて積極的に情報発信を行うとともに、流通業が、川上・川下の連携の要となっ

て純国産絹製品づくりに積極的に関与することが必要である。

また、この提携システムを安定的に機能させるためには、一定の品質の原料を安定的

に供給することが不可欠であることから、提携システムの中で、収益を川上まで適切に

配分することを明確に位置付け、蚕糸業の経営の安定を図ることが重要である。

＜提携システムにおけるコーディネーターの重要性＞

これまでの提携システムの事例によれば、川上・川下の状況に精通したコーディネー

ターの活動が、提携システムの構築や安定的な機能発揮の上で決定的な役割を果たして

きた。このため、提携システムの構築に当たっては、新商品の企画・開発を行い、関係

者間の調整を行いつつ川上・川下の情報を相互に伝達させ、原料である繭・生糸の供給

から、商品の製造、販売までを責任を持って実現させるコーディネーター（またはコー

ディネート組織）の発掘、育成が必要である。
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＜マーケット・イン型蚕糸業への転換＞

これまで、川上（養蚕農家、製糸業）は原料供給に徹し、製品づくりにはほとんど関

与していない状況にあった。17年度からの蚕糸構造改革の中で、製糸業者は、実需者と

の販売契約に基づく繭・生糸の生産（契約生産）の実現に取り組み、18年度春蚕期から

初めて流通業者との間で契約生産が行われた。今後の蚕糸業においては、提携システム

への積極的な参画や契約生産の拡大等により、国産繭・生糸を積極的に利用しようとす

る織物・流通業との安定取引による原料供給体制を確立することが必要である。

一方、品質面における国産生糸の優位性はなくなりつつあるため、養蚕農家・製糸業

は、特徴ある蚕品種の利用、用途に応じた糸づくり、生産工程の管理等により、川下の

要望にきめ細かい対応が可能であることに優位性を求めていくことが重要である。した

がって、養蚕農家・製糸業は、これまでの画一、均一化した繭・生糸作りとは異なる、

マーケット・イン型の付加価値の高い繭・生糸生産体制を確立し、価格形成力を確保す

ることが必要である。

また、国産品は、一般的に、消費者から安全・安心、品質の良さを期待されており、

純国産絹製品についても、そうした消費者の要望に応えられるよう、川下の要望に合致

した繭・生糸の生産を行うことが必要である。

なお、現在、繭は解じょ率と生糸量歩合、生糸は繊度と格付を中心にして品質を評価

しているが、川下との連携により取引を行っていくためには、川下の要望・評価に応じ

た、これまでと異なる品質評価基準も必要である。

＜養蚕・製糸ユニット（川上ユニット）の確立＞

器械製糸工場は、この数年で廃業が相次ぎ、現在、わずか２社２工場が残るだけとな

っているが、大規模に効率的な製糸を行う器械製糸工場がなくなれば、蚕糸業が産業と

して存続することは極めて困難となる。このため、器械製糸工場を核として、繭の生産

・供給を安定的に行う養蚕農家を組み合わせた養蚕・製糸ユニット（川上ユニット）を

確立し、器械製糸工場が安定的に年間稼働できる繭の生産量を確保することが重要であ

る。また、このような器械製糸工場を中核とした規模の大きな養蚕・製糸ユニットに加

え、国用製糸工場の立地条件等に配慮し、伝統的な織物産地や各種工房とも結びついた

地産地消的な養蚕・製糸ユニットの構築も必要である。

養蚕業の存続・安定化のためには養蚕従事者の確保が不可欠であるが、養蚕は高齢者

でも十分に対応できることから、定年退職後の参入者も含め養蚕業への参入を促進する

ことが重要である。

養蚕農家・製糸業ともに、存立基盤が極めて脆弱化している状況にあるが、今後とも、

川上・川下の連携システムへの参画等を通じて、新たな取組への対応、低コスト化等に

向けた一層の努力が必要である。

３ 純国産絹製品の識別の容易化
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(1) 消費者の立場に立った国産表示の実施

国産の繭・生糸を利用した純国産絹製品づくりを推進し、徹底した差別化により国産

ブランドを確立させるためには、製品の最終的な購入者である消費者が、国産糸を利用

している製品と利用していない製品を容易に識別できることが重要である。このため、

消費者が、純国産絹製品であることを一目で識別できるような表示（例えば純国産マー

クの貼付）が必要である。純国産絹製品については、このような表示によって識別性を

高めることにより、消費者の本物志向に訴えることが可能となる。

また、このような表示は、製糸から小売りに至るすべての段階の製品に貼付され、最

終的に消費者に対して情報が確実に伝わることが重要であるため、川上・川下の提携シ

ステムの中で、表示の実施について明確に位置付けることが必要である。

(2) 消費者の理解の醸成

蚕糸業の持続的な発展のためには、製品の最終的な購入者である消費者の理解を得る

ことが重要である。また、国産の繭・生糸の差別化を実現させるためには、国内の蚕糸

業や織物業の現状や歴史について、消費者に正しい認識を持ってもらうことが不可欠で

ある。

このため、国内の養蚕・製糸業の規模が縮小し、現在では量的に極めて限られたもの

となっていること、歴史上の養蚕・製糸業の果たした役割等を、日本の衣装文化の中で

の和装絹文化の重要性と関連付けて積極的にＰＲすることが必要である。また、国産ブ

ランドを広く消費者に認識してもらうためには、各地に残る養蚕、製糸、機織り等の施

設や工房等のグル－プ組織も活用して、市民活動なども含め養蚕、製糸等の活動が幅広

く行われることが有効である。

４ 繊維以外の新たな需要への対応

従来、繭・生糸は繊維、織物用の素材という概念が定着していたが、近年、桑や繭の

持つ機能性が解明され、桑茶、繭を利用した化粧品など、それぞれの機能を生かした新

しい製品の開発事例がみられる。また、現在、バイオテクノロジーを利用し、機能性を

有する糸を吐く蚕品種や蚕による有用物質の大量生産技術について研究開発が行われて

いる。

蚕糸業を産業として存続させるためには、このような非衣料分野の新素材としての絹

タンパク質の利用、桑の葉や実を活用した取組等の新たな展開を図ること、さらに、新

しい用途への利用状況や革新的技術の開発状況をも視野に入れ、他産業との連携により、

蚕糸業を蚕、繭、生糸の有する多様な機能を利用する産業として展開していくことが重

要である。
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Ⅳ 今後の要検討事項

１ 基本戦略の具現化に当たって留意すべき事項

(1) 川上・川下提携システムの構築

＜コーディネーターの発掘・育成＞

これまでの提携システム事例の形成過程でのコーディネーターの活動の分析を基に、

川上、川下の情報を幅広く把握し、適切な利益の配分にも配慮しながら、川上から川下

の各業種の提携による純国産絹製品づくりを推進できるコーディネーター（個人または

組織）の発掘・育成のための方策、新製品の開発におけるリスクの軽減等、コーディネ

ーターの活動の円滑化を支援するための方策について検討することが必要である。

また、現在推進している繭・生糸の契約生産を発展させて、川上・川下の提携システ

ムにつなげていく方策について検討することが必要である。

＜提携システム等を支える推進組織の設置＞

コーディネーターの発掘・育成に加え、国産ブランド確立のための提携システムの構

築等を支援するため、①川上から川下に至るあらゆる情報の収集・提供、②コーディネ

ーターの活動支援、③国民に対する蚕糸業の重要性の啓発、④新規参入者等に対する指

導、相談等を一元的に行う推進組織の設置について検討することが必要である。

(2) 国産ブランド表示と消費者の理解醸成

現在の「日本の絹」マークは、日本で織りかつ染めたものを要件として貼付されてお

り、原材料の原産地は付加的表示として記載することが可能な仕組みとなっている。こ

のため、国内の織りや染色技術の優秀さをアピールする効果があるものの、消費者が、

マークの名称のイメージから原料まで国産と誤認するおそれがあるほか、原材料表示も

付加表示では不十分ではないかとの意見がある。

国産ブランド表示の実施については、群馬県の「ぐんまシルク」表示（県で育成され

たオリジナル蚕品種の繭から一貫して県内で生産された製品について認証シールを交

付）等を参考にしつつ、最終的な製品の購入者である消費者の視線に立って検討するこ

とが必要である。

また、消費者の理解醸成を図るため、現在もある養蚕資源等を活用し、蚕の飼育、機

織り等の体験を通じて和装文化の啓発等を図ること、小中学校等における生物教材とし

て養蚕を取り入れてもらう等学校教育と連携を図ること等について検討することが必要

である。

(3) 蚕品種、蚕種、養蚕資材等の基礎的資材の安定供給

国産ブランドの確立のため、特長を持った糸を吐く蚕品種の開発、繭・生糸生産の安

定化を支える技術の開発など技術面での支援体制について検討することが必要である。

ただし、蚕糸関係の試験研究機関の廃止、蚕糸関係の研究者の減少等により、今後は従

来と同様の研究開発が期待できない面もあることから、これまで開発された養蚕・製糸
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技術を再評価して活用することも必要である。

また、川下の要望にきめ細かく対応した繭・生糸生産の実現のためには、要望に応じ

て小ロットで迅速に蚕種を供給することが重要であるが、県や民間における蚕種供給事

業が廃止・縮小されてきていることから、蚕品種の特性を維持しつつ小ロットで蚕種を

供給できる体制について検討することが必要である。

さらに、繭の安定生産のため、消毒薬など各種の養蚕資材が安定的に確保・供給され

ることが重要であるため、輸入品を含めた安定供給、代替品の活用、廃業農家の保有す

る機械施設のリサイクルの促進などの方策について検討することが必要である。

(4) 工程管理による施策の推進

各般の施策の推進に当たっては、施策の推進に関する手順、達成目標などを示した工

程表を作成し、川上から川下まで関係者間で目標・意識の共有化を図り、的確な工程管

理を行うことが必要である。

２ その他施策検討に当たっての留意事項

(1) 蚕糸業に対する支援の基本的考え方

将来的には、消費者の要望に応えた製品が市場で評価され、提携システムの枠組みの

中で蚕糸業へ収益が適切に配分されることにより、繭・生糸の生産費が補償されること

が基本である。そのような川上・川下の提携システムの構築等に資するため、純国産絹

製品づくりによる差別化、提携システムのコーディネーターの育成、国産ブランド表示、

養蚕の基礎的資材の安定供給等を推進するための具体的な施策について検討する必要が

ある。

しかしながら、現在の生糸価格水準や繭・生糸の生産コストを考慮すれば、川下との

連携により、収益が川上まで適切に配分される体制が整備されるまでの間、繭・生糸の

生産に対する支援が必要である。ただし、支援の対象は、国産ブランドの確立、提携シ

ステムの構築等の新たな取組へのインセンティブを与える観点から、契約生産など川下

の需要に対応して生産される繭・生糸に重点化していくことが必要である。

(2) 蚕糸業の支援及びその役割分担のあり方

繭・生糸の輸入制度及び輸入糸調整金の仕組みは、国産の繭・生糸生産を維持するた

め、輸入生糸に対して広く負担を求める制度である。輸入制度と調整金のあり方につい

ては、今後、蚕糸構造改革の進捗状況も検証した上で、ＷＴＯ交渉の進展にも留意しつ

つ、(1)の基本的考え方に即して、蚕糸業支援の負担のあり方と併せて、検討していく

ことが必要である。

なお、現在は、国、地方自治体、農協、民間（公益法人）がそれぞれの立場で蚕糸・

絹業への支援を実施しているが、今後、蚕糸業への支援の検討に当たってはそれぞれの

役割分担のあり方についても併せて検討することが必要である。
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Ⅴ その他

本報告は、今後の蚕糸業・蚕糸対策のあり方について中間的に取りまとめたものであ

る。今後、蚕糸構造改革の進捗状況、ＷＴＯ交渉の状況等を見据えつつ、さらに検討を

深めることが必要である。
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（別添１）

「今後の蚕糸業のあり方に関する検討会」委員名簿

（五十音順、敬称略）

安藤 俊幸 全国農業協同組合連合会農産部養蚕対策室長

兜 信夫 福井県絹織物工業協同組合理事長

髙木 賢 財団法人大日本蚕糸会会頭理事

髙村 育也 全国製糸連絡協議会会長

棚町 敦子 アシェット婦人画報社・美しいキモノ編集長

◎ 林 良博 東京大学大学院農学生命科学研究科教授

樋口 泰三 社団法人日本生糸問屋協会会長

○ 吉國 隆 社団法人日本絹業協会会長

吉田 孝男 群馬県農業局蚕糸園芸課長

渡邉 正義 丹後織物工業組合副理事長

（◎：座長、○：座長代理）
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（別添２）

「今後の蚕糸業のあり方に関する検討会」中間論点整理までの開催状況

○ 平成18年 5月18日（木） 第１回検討会

議題：蚕糸業をめぐる事情について

○ 平成18年 5月31日（水） 第２回検討会

議題：繭・生糸の生産流通の課題について

○ 平成18年 6月 5日（月） 第３回検討会

現地検討会：群馬県下

○ 平成18年 6月21日（水） 第４回検討会

議題：有識者ヒアリング

○ 平成18年 7月 7日（金） 第５回検討会

議題：(1) 川上・川下の提携システムについて

(2) 養蚕業への支援、繭代補てん制度のあり方について

(3) 国境調整措置のあり方について

○ 平成18年 7月24日（月） 第６回検討会

議題：中間論点整理案の提示・意見交換

○ 平成18年 8月 7日（月） 第７回検討会

議題：中間論点整理
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13.特徴ある繭生産の状況 13
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◎ 各項目のピーク

　　○ 養蚕農家数　   ２２１万 戸（昭和  ４年）

　　○ 繭生産数量　     ４０万トン(昭和  ５年）

　　○ 繭生産額　　 １，５１０億円(昭和５５年）

　　○ 製糸工場数　   　２８８社 （昭和２６年）

　　○ 生糸生産数量　   ７３万 俵（昭和  ６年）

　　○ 生糸輸出量　     ５８万 俵（昭和  ７年）

　　○ 生糸輸入量　     １７万 俵（昭和４７年）

２，５０８

（－）

２

６２６

（－）

１，５９１

１７年

４，７９１

（１０）

４

７８０

（１４）

２，０７０

１５年

４，３８７

（８）

４

６８３

（１２）

１，８５０

１６年１４年１３年１２年暦 年

２，３６０２，７３０３，２８０
養蚕農家数

（戸）

８８０

（１６）

１，０３１

（１７）

１，２４４

（２０）

繭生産数量

（トン、億円）

５６６
器械製糸工場数

（工場）

６，５２１

（１５）

７，１９１

（２２）

９，３１２

（２６）

生糸生産数量

（俵、億円）

注：繭生産量及び生糸生産数量の（ ）内は、生産額を示す。

資料：「蚕業に関する参考統計」、「蚕糸業需給・価格動向調査」（特産振興課）、「貿易統計」（財務省）

生糸輸入数量については農畜産業振興機構調べ 国内生糸価格については横浜現物平均価格

２．近年の蚕糸業の推移
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群　馬 650 41% 278 44%

福　島 145 9% 75 12%

埼　玉 152 10% 55 9%

栃　木 68 4% 49 8%

茨　城 53 3% 26 4%

宮　城 64 4% 20 3%

長　野 72 5% 20 3%

岩　手 50 3% 17 3%

山　梨 49 3% 15 2%

山　形 28 2% 12 2%

その他 260 16% 59 9%

全　国 1,591 100% 626 100%

資料：「蚕業に関する参考統計」(特産振興課）

農家数（戸） 繭生産量（トン）

（２）養蚕農家（群馬県）の年齢別比率

５０歳代
12%

７０歳代
40%

４０歳代
15%

８０歳以上
4%

３０歳未満
0%

３０歳代
2%

６０歳代
27%

３０歳未満

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳以上

２

４

収繭量 器械製糸

国用製糸等

１

１

１

１

３．養蚕の現状（Ｈ１７年養蚕の地理的分布）

（３）新規養蚕農家及び復活養蚕農家の推移

新規 復活 計

平成１２年 0 4 4
平成１３年 0 5 5
平成１４年 0 4 4
平成１５年 0 3 3
平成１６年 0 7 7
平成１７年 3 0 3

（資料）群馬県アンケート

（資料）全農から聞き取り

（１）主要県の養蚕農家数・繭生産量（平成１７年）
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家族労働費

現金支出 償却的費用

1 Ａ 宮城 2.5 6 1,657 1,827 830 332 1,162 1,000 2,162

2 Ｂ 栃木 4 7 2,568 1,895 959 347 1,306 760 2,066

3 Ｃ 群馬 2.3 7 3,492 2,107 885 235 1,120 1095 2,215

4 Ｄ 群馬 2.4 4 2,110 1,682 795 172 967 1,241 2,208

5 Ｅ 山梨 3.9 6 2,322 1,742 961 275 1,236 1,236 2,472

平　均 3.1 6 2,430 1,851 886 272 1,158 1,066 2,225

養蚕農家 県　名

桑園面

積  （ha）

飼育回

数（回）

繭生産

量（kg）

 繭単価

(円/kg)

上繭１ｋｇあたり生産費（円）

物　財　雇　用　費

４．中核的養蚕農家の経営例（Ｈ１７年）

５．製糸業の現状

製糸業の推移

平成元年 ５年 １０年 １５年 １６年 １７年
製糸工場数（社） 129 96 30 14 13 10 1,871 S３４年

器械製糸業 53 45 13 5 5 2 288 S２６年

国用製糸業等 76 51 17 9 8 8 1,651 S３４年

生糸生産量（俵） 97,483 67,365 14,499 4,791 4,387 2,508 754,056 S９年

器械製糸業 88,152 59,749 12,537 4,000 3,634 1,735 698,771 S９年

国用製糸業等 9,331 7,616 1,962 791 753 773 92,411 S３３年
※製糸工場数：工場数（社）、生糸生産量：俵（60kg)

（資料） 「蚕糸業需給・価格動向調査」（特産振興課）

（注） 1 器械製糸：明治初期ヨーロッパより輸入された動力、蒸気などをも用いた繰糸法、又はそれを改良した繰糸法による製糸業者。

　　　　　　　一般に規模の大きな製糸業者。

国用製糸：本来、輸出生糸に対する語で、生糸検査の上から輸出、国用の区別がなされていたが、現在は名称的意義は薄れている。

                  一般に規模の小さな製糸業者。

2 製糸工場数は、運転工場数（社）であり、１２月末現在。

3 国用製糸業等には座繰製糸、玉糸製糸が含まれる。

暦    年 ピーク時
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17
年

18
年

暦年

単位：円/kg

資料：「貿易統計」（財務省）、横浜生糸問屋協会調査

注１：生糸年度とは、６月～翌年５月までの期間のことをいう。

注２：上位指標価格及び下位指標価格とは、生糸の実需者輸入割当基準枠の増減調整の指標
となる価格である。

国内価格

輸入価格

←

↑

上位指標価格 4,900円

下位指標価格 3,100円

↓

↓

６．生糸価格の推移
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７．絹製品の需給動向

（１）絹製品全体の需給動向

絹製品等の供給数量

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

１６年

１５年

１４年

１３年

１２年

７年

平成２年

６０年

昭和５５年

国産繭 輸入繭 輸入生糸 輸入絹糸 輸入絹織物 輸入２次製品

（単位：千俵/60kg, %）

国産繭 輸入繭 輸入生糸 輸入絹糸 輸入絹織物
輸入２次製
品 計

昭和５５年 261.7 7.5 39.0 30.6 56.4 21.2 416.4

(62.8) (1.8) (9.4) (7.3) (13.5) (5.1) (100.0)
６０年 159.9 0.0 11.6 16.5 51.8 32.2 272

(58.8) (0.0) (4.3) (6.1) (19.0) (11.8) (100.0)
平成２年 82.4 12.9 30.7 15.8 58.8 92.6 293.2

(28.1) (4.4) (10.5) (5.4) (20.1) (31.6) (100.0)
７年 28.3 25.5 30.1 31.0 61.1 204.0 380

(7.4) (6.7) (7.9) (8.2) (16.1) (53.7) (100.0)
１２年 4.2 5.1 38.3 31.8 27.7 133.0 240.1

(1.7) (2.1) (16.0) (13.2) (11.5) (55.4) (100.0)
１３年 3.9 3.3 29.8 22.9 25.5 142.6 228

(1.7) (1.4) (13.1) (10.0) (11.2) (62.5) (100.0)
１４年 3.9 2.6 31.7 28.1 24.4 138.7 229.4

(1.7) (1.1) (13.8) (12.2) (10.6) (60.5) (100.0)
１５年 2.8 2.0 30.8 33.0 24.8 156.0 249.4

(1.1) (0.8) (12.3) (13.2) (9.9) (62.6) (100.0)
１６年 2.7 1.7 26.0 29.7 25.4 167.0 252.5

(1.1) (0.7) (10.3) (11.8) (10.1) (66.1) (100.0)

（資料）「貿易統計」(財務省)より作成
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（２）絹織物業の現状と動向

　絹織物の生産量の推移

昭和２７年 ５５年 ６０年 平成２年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年 １７年

絹織物生産量（千㎡） 142,142 151,889 114,538 83,664 33,444 30,837 27,873 24,658 22,617 20,394

(100) (107) (81) (59) (24) (22) (20) (17) (16) (14)

絹織物業企業数（社） 17,414 15,310 12,530 11,740 5,300 4,600 4,300 4,100 3,800 3,400

(100) (88) (72) (67) (30) (26) (25) (24) (22) (20)

（資料）「繊維・生活用品統計」（経済産業省）、「貿易統計」（財務省）、日本絹人織物工業組合連合会調べより作成。 

  （注）１．.昭和２７年のデータは合繊織物業を含む。

　　  　２．データ欄の（　）は、昭和２７年を１００とした指数である。

主要織物産地（参考）

米 沢
特徴：先染め中心産地

用途：着尺、帯、

洋装用服地等

福 島
特徴：羽二重、ｸﾚｰﾌﾟ産地

用途：広幅羽二重、裏絹、

洋装地、ｽｶｰﾌ等

桐 生
特徴：先染ｼﾞｬｶﾞｰﾄﾞ産地

用途：先染着尺、帯、

ネクタイ等

八王子
特徴：先染複合産地

用途：先染着尺、

ネクタイ等

山 梨
特徴：広幅先染複合産地

用途：ネクタイ、洋装用服

地、夜具等

浜縮緬
特徴：高級和装表地産地

用途：着尺（浜ちりめん）

西 陣
特徴：伝統的先染産地

用途：帯、ﾈｸﾀｲ､先染着

尺、金襴等

鹿児島
特徴：先染紬産地

用途：大島紬

博 多
特徴：先染帯地産地

用途：佐賀錦袋帯、角帯、

和装用小物等

丹 後
特徴：最大和装生地産地

用途：着尺（丹後ちりめん）

和装用小物等

春 江
特徴：和装裏地産地

用途：八卦、

和装用白生地等

福 井
特徴：福井羽二重産地

用途：和装用裏地、洋装用

服地、ｽｶｰﾌ等

五 泉
特徴：和装表生地産地

用途：駒絽（夏物）、法衣、

小幅羽二重等

鶴 岡
特徴：和装表生地産地

用途：駒絽（夏物）、法衣、

小幅羽二重等

小 松
特徴：後染ｼﾞｬｶﾞｰﾄﾞ産地

用途：長襦袢地、

ブラウス等の洋装等
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○ 繭の関税割当の概要

輸入価格 975円／kg
(平成１７年度実績）

ｶﾚﾝﾄ･ｱｸｾｽ数量
1,995ﾄﾝ

（生糸換算798ﾄﾝ)

注:繭の一次税率（２００４年協定値）は
140円/kgだが、実行税率は無税。

○ 生糸の国境措置の概要

二次税率
6,978円／kg

輸入価格 3,030円／kg
(平成１７年度実績）

枠

外

輸

入

輸入糸

調整金

（１９０円/kg)

実需者輸

入分（農

林水産大

臣の認定

を受けて

輸入）

40,000俵

枠

内

輸

入

（独）農

畜蚕業

振興機

構輸入

分

８．繭・生糸の国境措置

注:（独）農畜蚕業振興機構輸入分の関税（一
次税率、2004年の協定値）は7.5%だ
が、実行税率は無税。実需者輸入分
の輸入糸調整金は、190円。
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９．繭代補てん措置と生糸の国境措置の概要

繭代補てん措置・生糸の国境措置

【取引指導繭価】

（農家手取繭代）

１，５１８円／生繭kg

調 整 金

国 費
（予算額：3.8億円）

【基準繭価】
１００円／生繭ｋｇ

（製糸支払繭代）

【輸入糸調整金】

１９０円／生糸ｋｇ

１７年度見込

２．７億円

実需者輸入分

［法第１０条第２項］

【割当枠40千俵/生糸年度】

［法第７条１項・第１１条］

需要－生産

関税相当量
6,978円／生糸ｋｇ

輸入糸調整金
3,910円／生糸ｋｇ
１７年度実績

なし
［法第１０条第１項］

輸入価格

一般輸入分

製糸加工費

2,550円／生糸ｋｇ

原料繭代

550円／生糸ｋｇ

【上位指標価格】
4,900円／生糸ｋｇ

【下位指標価格】
3,100円／生糸

ｋｇ

生糸価格

実需者割当枠の弾力的運用

四半期毎に、生糸価格が下位指標価格を

下回れば２０％削減、上位指標価格を上

回れば２０％増加。
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（１）　養蚕農家受取繭代等の推移

（単位：円／生繭㎏）

区　　　分 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年 １７年

農家受取繭代 1,648 1,700 1,852 1,786 1,699 1,874

　  補　て　ん 1,370 1,439 1,630 1,609 1,524 1,681

　  製 糸 支 払 278 262 222 177 175 193

高 品 質 繭 1753 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

　　　　　　　　生糸年度

　項　目

１　取引指導繭価

　　　（円／生繭㎏）

２　基準繭価

　　　（円／生繭㎏）

３　輸入糸調整金単価

　　　（円／生糸㎏）

４　実需者輸入割当

　　基準枠（千俵）

５　指標価格

（１）下位指標価格

　　　（円／生糸㎏）

（２）上位指標価格

　　　（円／生糸㎏）

（２）　行政価格等の推移

１２年 １３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １8年

1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518

190 190 100 100 100 100 100

390 330 330 330 330 190 190

45 45 40 40 40 40 40

3,600 3,600 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100

4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900

（資料）「蚕糸業需給・価格動向調査」（特産振興課）

１０．養蚕農家受取繭代等の推移、行政価格等の推移
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１１．川上・川下連携による新しい絹製品の開発・生産・販売 

（提携システム）の事例 

主な動機による類型区分 (Ａ）先駆的事例 （Ｂ）最近の事例 
（Ｃ）今後期待される事

例 

Ⅰ 蚕品種の特長訴求

型 

 

①「あけぼの 21」ｸﾞﾙｰﾌﾟ

②あけぼの（天竜社） 

③群馬ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｼﾙｸ 

（世紀 21）（吉野組） 

 

①小石丸ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

②ﾌﾟﾗﾁﾅﾎﾞｰｲ研究会 

③日本蚕糸絹業開発協

同組合（新小石丸） 

④はくぎんｸﾞﾙｰﾌﾟ（長野）

⑤ｾﾘｼﾝﾎｰﾌﾟｸﾞﾙｰﾌ（゚長野）

 

①新ぐんまシルク開発

研究会（太繊度蚕品種

「蚕太」を使ったニッ

ト製品） 

②又昔ｸﾞﾙｰﾌﾟ（群馬） 

Ⅱ 地域特産訴求型 

行政主導 

産地強調 

（繭、生糸、絹織物、

絹製品の産地） 

 

①野村町（伊予糸） 

②埼玉県(笹繭,いろど

り) 

 

①SYOBEI ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

（横浜ｽｶｰﾌ） 

 

①福島織工ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

②奄美大島ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

③久米島ｸﾞﾙｰﾌﾟ（沖縄）

④浦添市（沖縄） 

⑤飯島町（長野） 

Ⅲ 生糸の特長（高品

質銘柄、新形質、機

能性等）訴求型 

１ ．ブランド生糸 

（一般高品質生糸） 

 

２ ．特殊生糸 

・細繊度 

・特殊加工 

・新形質等 

①松岡姫（丹後生糸・伊

と幸） 

②和木沢絹（ﾋﾟｭｱｰｼﾙｸ）

（丹後生糸） 

③春の訪れ（竜水社） 

 

①複合生糸 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄｼﾙｸ（ﾊﾟﾝｽﾄ）

ﾋﾟｭﾗｼｰ（ﾊﾟﾝｽﾄ） 

ﾈｯﾄﾛｳｼﾙｸ 

ｽﾊﾟﾝﾛｳｼﾙｸ 

ｽｰﾊﾟｰﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼﾙｸ 

②ﾁｰｽﾞ巻き（碓氷） 

③ｼﾙｸｳｪｰﾌﾞ（群馬） 

①碓氷製糸（群馬ブラン

ドシルク） 

 

 

 

 

①ﾊﾞｲｵｼﾙｸ研究会 

（練柞蚕糸） 

②ﾌﾗｯﾄｼﾙｸ研究会 

③加撚ｼﾙｸ 

④中空ｼﾙｸ 

 

 

 

 

 

 

①太繊度低張力糸商品

開発チームの立ち上げ

（６～７チームを予定）

Ⅳ シルク工房型 

１ ．グループ型 

 

２ ．個人型 

 

①多摩ｼﾙｸﾗｲﾌ 21 ｸﾞﾙｰﾌﾟ

 

 

 

①紅会（刺繍） 

 

 

Ⅴ トレサビリティ訴求

型 

繭生産の農家、地

域、蚕期等を限定し、

繭から絹製品生産ま

での関係生産者を表

示することにより純

国産等を強調 

 ①高島屋・千総ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

品種、地域（農家）、蚕

期等を特定した繭を使

った純国産高級織物。関

係者を表示した、追加表

示型の「日本の絹マー

ク」を高島屋が取得。 

①改良あけぼのｸﾞﾙｰﾌﾟ 

（改良あけぼのを使っ

た純国産高級織物を糸

商と織商が中心となっ

て川上と連携。） 

②あけぼのｸﾞﾙｰﾌﾟ 

（あけぼのを使った純

国産高級織物を織商と

特定百貨店が中心とな

って企画し、川上と連

携。） 

資料：（財）大日本蚕糸会調べ 
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㈱松岡 ㈱松岡
厳選した繭だけを通常より低速で繰糸

㈱丹後生糸 長浜の生糸問屋

★ （有）河芳織物 表地は丹後・長浜で
白生地生産 胴裏は、長浜・福井・丹後で製造

㈱伊と幸 ★ ㈱千總
ブランドプロデュース 創業４５０年の老舗の染潰・前売り問屋

★ 高島屋

★はブランド連携事業の主たる推進者

(資料）「蚕糸業構造改革特別対策事業報告書（（社）日本絹業協会）より作成

古くから自社ブランド「誰（た）が袖好み」で振り
袖を販売

１３デニールの生糸生産（細繊度）

山形県羽黒町松ヶ丘地区を中心とした庄内
地方産の優良繭

流　通

製　造

企画・販売

繭

販　売

栃木県南那須（旧馬頭町）産の
優良繭

問　屋

統一ブランド「松岡姫」 高島屋ブランド

・細繊度（１３デニール）生糸の特長を生かす、繭産地から繰
糸・白生地生産まで、こだわりをもって生産している高級織物
である。

・繭の産地・蚕期限定、低速による繰糸するなど各生産段階にお
いてこだわりをもって生産し、高級織物に仕上げている。

・（有）河芳織物が中心となり、地元養蚕農家と地元製糸が連
携し、繭から製品までのブランド名を「松岡姫」に統一しブラン
ドイメージを確立し、生産・販売している。

・問屋と百貨店が共同企画し、高島屋オリジナルブランド
「誰（た）が袖好み」として販売している。

・当該事例は、繭から生糸、白生地までの各段階で「松岡姫」
のブランド名を一貫して使用し、商品化した初の試み。

・当該ブランドは、「日本の絹マーク」を取得し、国内一貫生産の
生産履歴を明示し、付加価値をつけて他の商品との差別化して
いる。

製　造

繭

製　糸 製　糸

流　通

１２．国産繭利用製品のブランド化
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平成１２年 １３年 １４年 １５年 １６年 １７年 特　　徴

繭生産量 1,244 1,034 880 780 683 626

うち 6 6 6 8 8 8
小石丸 (0.5) (0.6) (0.7) (1.0) (1.2) (1.2)

うち 85 69 102 90 96 99
ぐんま２００ (6.8) (6.7) (11.6) (11.5) (14.1) (15.8)

うち 0.7 2.1 2.4 4.4 0.2 0.5
いろどり (0.1) (0.2) (0.3) (0.6) (0.0) (0.1)

うち 3 4 2 2 2
新青白 ( - ) (0.3) (0.5) (0.3) (0.3) (0.3)

その他 46.8 33 30 31.7 17.6 22
(3.8) (3.2) (3.4) (4.1) (2.6) (3.5)

特徴ある蚕 138 111 142 132 124 131

 品種合計 (11.1) (10.8) (16.1) (16.9) (18.2) (21.0)

注：（　　）内の数字は、繭生産量に対するその品種の割合を示す。

（資料）特産振興課調べ

品種名

繭は小粒で、繊度は細く糸長
は短く、強靱でしなやか、吸
湿性が高い。

虫質強健で解じょ良好で生糸
量歩合高い。「生繰繰糸」に
適し、節が少ない。

笹色の繭で普通繭よりセリシ
ンを多く含む。

光沢のある薄緑色の生糸が
取れる。

１３．特徴ある繭生産の状況




